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中国電力株式会社 
  



１ 適用条件 

この「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱に係る付帯要綱Ⅱ（ＷＡＯＮプラ

ン）」（以下、「付帯要綱」といいます。）は、次のいずれにも該当し、４（付帯要綱にも

とづく契約の申込み）で定義する付帯契約が成立した発電者に適用いたします。 

（１）当社と、「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」（以下、「原要綱」といい

ます。）にもとづく受給契約（以下、「原受給契約」といいます。）を締結し、その原

受給契約が再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく買取期間を満了している

こと。 

（２）当社が、原要綱にもとづき、低圧で受電する電気であること。 

（３）原受給契約の対象発電設備が太陽光発電設備であること。 

（４）太陽光発電設備が、その発電された電気を発電場所と同一の需要場所において自ら

使用することを目的として設置されていること。 

（５）（１）の受給契約を締結している発電場所と同一の需要場所において、当社と次の

いずれかの契約種別の電気需給契約を締結していること。 

イ ぐっとずっと。プラン（スマートコース、シンプルコース、ナイトホリデーコー

ス、電化 Styleコース、おひさまシフトコース） 

ロ 時間帯別電灯（エコノミーナイト） 

ハ ファミリータイム〔プランⅠ〕〔プランⅡ〕 

（６）（５）の電気需給契約が、当社の会員制ＷＥＢサイト「ぐっとずっと。クラブ」に

登録されていないこと。 

（７）他の「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱に係る付帯要綱」にもとづく付

帯契約を締結していないこと。 

（８）電子マネーＷＡＯＮポイント（以下、「ＷＡＯＮポイント」といいます。）を利用で

きるＷＡＯＮカードを保有していること。 

（９）ＷＡＯＮカードに記載の１６桁のＷＡＯＮ番号を当社およびイオンフィナンシャル

サービス株式会社に提供できること。 

（１０）２０２４年３月３１日以前に、ＷＡＯＮプランへのお申込みが完了しているこ

と。 

 

２ 定義 

  この付帯要綱において用いる用語は、別に定めのない限り、原要綱に定める意味によ

るものといたします。 

 

 



３ 付帯要綱の変更 

  当社は、契約期間満了前であっても付帯要綱を変更することがあります。この場合に

は、付帯要綱に定める事項は、変更後の付帯要綱によります。 

  なお、この場合、当社は、付帯要綱の変更について、当社ホームページ上でのお知ら

せ等、適切な方法により、発電者にお知らせいたします。 

 

４ 付帯要綱にもとづく契約の申込み 

（１）発電者が新たに付帯要綱にかかる契約（以下、「付帯契約」といいます。）を希望さ

れる場合は、あらかじめこの付帯要綱の内容を承認のうえ、当社カスタマーセンター

への電話により、ＷＡＯＮカードに記載のＷＡＯＮ番号を当社に提供したうえで、申

込みをしていただきます。 

（２）発電者は、当社に提供した情報に誤りがあった場合または変更が生じた場合、自己

の責任において、すみやかに当社へ連絡し、修正または変更していただきます。 

（３）発電者が当社に提供した情報に虚偽または誤りがあったこと（ＷＡＯＮカードの変

更に伴う当該情報の更新を怠った場合を含みますが、これに限りません。）により発

電者の受けた損害について、当社は賠償の責めを負いません。 

 

５ 付帯契約の成立および契約期間 

（１）付帯契約は、原則として、付帯契約の申込み後、１（適用条件）を満たした時点で

成立したものといたします。 

   なお、付帯契約の申込み時点で、すでに１（適用条件）を満たしている場合には、

原則として、申込日に成立したものといたします。 

（２）付帯契約の期間は、付帯契約が成立した日から付帯契約成立の日が属する年度の末

日までといたします。 

（３）付帯契約の期間満了に先だって、発電者と当社のいずれからも、付帯契約の終了に

ついて申入れを行わない場合は、付帯契約の期間満了後も１年ごとに同一条件で継続

されるものといたします。 

なお、７（付帯契約の終了）および８（付帯契約の解約）により付帯契約が終了し 

た場合は、この限りではありません。 

 

６ 特典の進呈 

  付帯契約が成立した発電者に対して、原要綱１６（受給料金）に定める料金の支払い

に加え、特典として、次のプレミアムポイントを進呈いたします。 

  なお、初回に進呈するプレミアムポイントは、付帯契約が成立した日の直後の検針日



において確定する受給電力量にもとづき算定いたします。 

（１）プレミアムポイントの進呈 

イ 原受給契約におけるその１月の受給電力量１キロワット時あたりＷＡＯＮポイン

ト１ポイントを、プレミアムポイントとして、当社へ提供されたＷＡＯＮ番号のＷ

ＡＯＮカードに、イオンフィナンシャルサービス株式会社が定めるＷＡＯＮ利用約

款にもとづき、イオンフィナンシャルサービス株式会社から進呈いたします。 

 なお、ＷＡＯＮ利用約款が変更された場合には、変更後のＷＡＯＮ利用約款によ

ります。 

ロ プレミアムポイントは、原則として、検針日の属する月の翌月１５日に進呈いた

します。 

（２）プレミアムポイントを進呈できない場合の取扱い 

   当社へ提供されたＷＡＯＮカードのＷＡＯＮ番号の誤り等（ＷＡＯＮ番号の変更に

伴う情報の更新を怠った場合を含みますが、これに限りません。）により、（１）ロの

進呈日にＷＡＯＮポイントの進呈ができない場合の取扱いは、次のとおりといたしま

す。 

  イ 当社が、ＷＡＯＮポイントの進呈が可能なＷＡＯＮカードのＷＡＯＮ番号を確認

することができた場合には、確認することができたＷＡＯＮカードへ、原則とし

て、（１）ロに定める進呈日の翌月以降の１５日に当該プレミアムポイントを進呈

いたします。 

ロ （１）ロの進呈日から１箇月以内に、当社が、ＷＡＯＮポイントの進呈が可能な

ＷＡＯＮカードのＷＡＯＮ番号を確認することができない場合には、付帯契約を解

約いたします。この場合、付帯契約の解約時点で進呈が完了していないプレミアム

ポイントは、全て消滅するものといたします。 

 

７ 付帯契約の終了 

（１）発電者が付帯契約の終了を希望される場合には、３月の検針日の翌日から４月の検

針日の前日までに、当社カスタマーセンターへの電話により申し出ていただきます。

当社は、原則として、発電者から申し出された時点で付帯契約を終了いたします。 

（２）（１）により付帯契約を終了させる場合、付帯契約終了日の直前の検針日から付帯

契約の終了日までの期間の受給電力量に対して、６（特典の進呈）の特典は進呈いた

しません。 

（３）（１）により付帯契約が終了する場合、発電者と当社のいずれからも申し出がない

ときは、原受給契約は継続されるものといたします。 

 



８ 付帯契約の解約 

（１）次のいずれかに該当する場合には、当社は、発電者にあらかじめお知らせすること

なく、付帯契約を解約いたします。 

イ １（適用条件）を満たさなくなった場合 

ロ ６（特典の進呈）（２）ロに該当する場合 

ハ 原受給契約が消滅した場合 

ニ 発電者が反社会的勢力となった場合 

ホ 発電者が反社会的行為を行った場合 

（２）（１）により付帯契約が解約となった場合、付帯契約の解約日の直前の検針日から

付帯契約の解約日までの期間の受給電力量に対して、６（特典の進呈）の特典は進呈

いたしません。 

（３）（１）により付帯契約が解約となった場合、その時点で進呈が完了していない６

（特典の進呈）の特典は、全て消滅するものといたします。 

（４）（１）イ、ロにより付帯契約が解約となった場合で、発電者と当社のいずれからも

申し出がないときは、原受給契約は継続されるものといたします。 

 

９ その他 

付帯要綱に定めのない事項については、原要綱によるものといたします。 

  



附 則 

 

実施期日 

  この要綱は、２０２６年１月１日から実施いたします。 


